
 

令和７年度上期熊本県農業経営・就農支援センター 

「地域別無料相談会」実施要領 

 

１　目　的 

熊本県農業経営・就農支援センターの専門家が、県央・県北・県南の３地区に出向き、

経営分析、法人化、労務管理、経営継承等の経営課題解決に向けた無料相談会を実施する。 

 

２　開催日時及び場所、申込期限 

（１） 県南会場 

開催日時：令和７年７月１日（火）　１０時～１７時 

開催場所：「八代地域振興局　５階　大会議室」 

（八代市西片町 1660） 

申込期限：６月１８日（水） 

（２） 県央会場 

開催日時：令和７年７月３日（木）　１０時～１７時 

開催場所：「熊本県防災センター　３階　３０８、３０９会議室」 

　　　　（熊本市中央区水前寺６丁目１８－１　県庁敷地内） 

申込期限：６月２０日（金） 

（３） 県北地区 

　　　　　開催日時：令和７年７月１１日（金）　１０時～１７時 

開催場所：「鹿本地域振興局　３階　大会議室」 

（山鹿市山鹿 1026-3） 

申込期限：６月２７日（金） 

 

３　対象者 

県内農業者及び農業法人 

（１） 認定農業者で特に農業経営改善計画書に経営の法人化・経営改善・雇用環境の整備等を

掲げた者 

（２） 認定新規就農者で５年以内の経営継承や経営の法人化等が要件となっている者 

（３） 補助事業を活用して農業機械・施設等を導入し、その目標（法人化・付加価値向上等）

達成に取り組む者 

（４） 重点支援対象者として支援を受けたことがある者 

（５） その他、農業経営に課題を抱える者 

 

４　相談内容例 

（１）経営分析について 

（２）農業経営の法人化について 



（３）税務（青色申告、複式簿記等）について 

（４）雇用労務管理について 

（５）販路拡大について 

（６）経営継承について　等 

 

５　相談対応者 

（１）熊本県農業経営・就農支援センターの登録専門家（税理士・中小企業診断士・社労士等） 

（２）熊本県等行政機関担当者 

（３）熊本県農業経営・就農支援センター事務局　等 

 

６　相談方法：対面による相談会を実施し相談時間は１件あたり９０分程度 

（１０：００～１７：００の間で申し込み確認後調整） 

 

７　申込方法 

（１）事前予約制とし、原則、各広域本部（地域振興局）又は市町村担当課を通じて申し込み、 

各広域本部（地域振興局）農業普及・振興課にて管内相談者の取りまとめを行う。 

（申込期限:開催日の 2週間前） 

（２）相談者から直接熊本県農業経営・就農支援センターへ申し込むことも可 

（その際は相談者の意向を確認し、管轄の農業普及・振興課へ情報共有する）。 

 

８　その他 

（１）相談費無料 

（２）相談会後に、相談者の要望に応じて、相談者を重点支援対象者として位置付け、専門家派 

遣を継続することも可能。 

　（３）決算書（直近２～３期分）等経営内容が分かる資料を事前に郵送やメール、FAX 等で提出す

ること。 

　（４）周知方法 

県各広域本部（地域振興局）農業普及・振興課又、各市町村、認定研修機関等へチラシ兼申 

込書を配付し、周知を行う。 

 

９　この件に関するお問い合わせ先 

熊本県農業経営・就農支援センター 

事務局：一般社団法人熊本県農業会議 

住所：熊本県熊本市中央区水前寺６丁目１８-１（県庁９F） 

℡：０９６－３８４－３３３３　FAX：０９６－３８５－１４６８ 

Mail：43ninaite@nca.or.jp

mailto:43ninaite@nca.or.jp

